
訪問看護料金表 訪問看護ステーション「アイリス」

介護予防訪問看護費（要支援）の場合
1割負担 2割負担 3割負担

303円 606円 909円

451円 902円 1,353円

794円 1,588円 2,382円

1,090円 2,180円 3,270円

1日1回20分 284円 568円 852円

1日2回以上 142円 284円 426円

350円 700円 1,050円

300円 600円 900円

600円 1,200円 1,800円

574円 1,148円 1,722円

2024年6月1日改正

※1　20分以上の保健師又は看護師による訪問看護を週1回以上行っている場合に算定します。
※2　利用開始月から起算して12ヵ月後からの訪問看護費は、1回につき5円を所定金額から減算します。
※3　過去2ヶ月間において、新たに訪問看護計画書を作成した場合（Ⅰ）又は（Ⅱ）どちらかを算定します。
※4　病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院に入所中（入所中）の方が退院（退所）するに当たり、
        訪問看護師等が主治医やその他の従業者と共同して在宅での療養上必要な指導を行い、その内容を提供
       した場合に月1回算定します。
※5　利用者又はその家族等から電話等により看護に関する意見を求められた場合に常時対応できる体制にあり、
        利用の有無に関わらず別に契約をされた方のみ毎月1回算定します。

私は、上記料金内容の説明を受け同意します。
　　　　　　　　　

令和　　　年　　　月　　　日
利用者氏名 印

代理人氏名 印

初回加算（Ⅰ） ※3
退院日・退所日に看護師が訪問

加
 
算

サービス内容

訪問看護Ⅰ-1
1回あたり20分未満 ※1

訪問看護Ⅰ-2
1回あたり30分未満

訪問看護Ⅰ-3
1回あたり30分以上60分未満

中山間地域等における小規模事業所加算

基
本
報
酬

作業療法士 ※2

初回加算（Ⅱ） ※3
退院・退所した翌日以降に看護師が訪問

退院時共同指導加算 ※4

緊急時介護予防訪問看護加算（Ⅱ） ※5
同意のもと実施

訪問看護Ⅰ-4
1回あたり60分以上90分未満


